
研究費の不正防止に関する前橋工科大学における責任体系図

不正防止計画推進室（統括管理責任者の実働部門）

【構成】

◎副学長（研究・地域貢献担当）

◇学生部長

◇研究委員長

◇事務局長

◇最高管理責任者が指名する研究経験者

◇最高管理責任者が必要と認める者

【役割】

・不正防止対策の具体策（不正防止計画・コンプライアンス教育・

啓発活動等）の策定・実施

・公的研究費等の不正防止計画の推進

・公的研究費等の不正防止計画の検証

・研究活動上の不正発生要因の把握

コンプライアンス推進責任者（副学長：研究・地域貢献担当）

【役割】

公的研究費等の運営・管理に関するコンプライアンス教育及び必要な指導改善を行う実質的な

責任及び権限を持つ者

・不正防止対策の実施

・コンプライアンス教育の実施及び受講状況・理解度の把握

・不正根絶に向けた継続的な啓発活動

・公的研究費等の適正な管理・執行に対するモニタリング（監視）

・統括管理責任者へ対策実施状況の報告

・研究活動上の行動規範の策定

最高管理責任者（理事長）

【役割】

公的研究費等の運営・管理についての最終

責任を負う者

・基本方針の策定・周知

・定期的な啓発活動

統括管理責任者（学長）

【役割】

最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の

運営・管理について、法人全体を統括する実

質的な責任及び権限を持つ者

・不正防止対策の具体策（不正防止計画、コ

ンプライアンス教育・啓発活動等）の策定・

実施

・最高管理責任者へ実施状況の報告

内部監査

【構成】

事務局長が指名する者から成る内部監査

チーム（事務局職員）

【役割】

・定期監査の実施

・リスクアプローチ監査の実施

監事

【役割】

・不正防止に関する内部統制の整備・運用

状態についての確認及び理事会への報告

・不正発生要因の不正防止計画への反映、

不正防止計画の実施状況の確認

連携

連携

連携

理事会

状況報告

状況報告

報告・意見議論

基本方針の策定

必要な措置

具体策の策定・実施

実施のための支援

実施状況確認




